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長良川河口堰の事業評価

　　
一

河川 開発事業の 検討

在間　正 史

（弁護十）

　開発事業 は事業 に よ る便益が 、そ の た め の 費用 や 、事業 に よ る損 失を上 回 っ て い て は じめ て

合理 的 と い える
。 そ の た め に は

、 費用便益分析 な どの 事業評価 が 必要 で ある 。 多目的の 河川開

発事業 に つ い て の 各目的 へ の 費用 割 り振 りの 方法 と し て 、 1分離費用 身替わ り妥当攴出 法」 が

定 め られ て い る 。
こ れ は費用便益分析の

一
種 で あ る 。

　長良川 河 口 堰は水資源開発特定施設 で あ る，，水資 源 開 発 特定施 設 の 治 水用 途 は 、　（D 洪 水 調

節、　 （2）高潮防禦、　（3）流水 の 正常な機能の 維持 と増進 で あ り、河 道流 過 能力増大 の 機能 お

よ び 目的 は な い 、，同 堰 は 、洪水時に は 堰ゲ ートを開放す るの で洪水調節 の 目的 は な く、潮 IEめ

の 機能が ある の で、そ の 治水用 途 ＝目 的 は 流 水 の 正 常 な 機能 の 維持
・
増進の み で あ る。

　治水用途 が何 で ある か に よ っ て 、分離費用身替わ り妥当支出法 で の 妥当投資額算定 に おい て

用 い るべ き効用 （被害軽減 の 便益）の 内容 と資本還 元率が 決定 さ れ る 。長良 川 河 口 堰 に お い て

用 い るべ きは塩害被害軽減 の 便益 で あ り資本還元率 で あ る。建設省 は、浚渫 ・堰
一
体論に よ っ

て 、浚渫 に よ る 洪水被害軽減の 便益も河 凵堰の 便益 に した説明 を して い る 。 しか しこ れ は、公

団法令 に 違反 してお り、また、浚渫 ・堰一一
体論 に よ っ た として も長 良川 河 凵 堰の 機能＝目的は

潮止 め 、塩害の 防ILで ある
。

　長良川 河 口堰 の 事業実施計画 で は、妥当投資額の 算定が な され て お らず、専 ら、身替 わ り建

設費 の み に よ っ て 治水用途 の 負担 が 算定され て い る 。 その ため、治水用途 の 費用負担額 （87．89

億 円 ｝は、塩 害防 rヒの 妥当投資額 に 比較 し て 過大で あ り、費用便益的 に 不 合琿 で ある。こ れ は

分離費用身替 わ り妥当支出法 に よ っ て お らず、公団法令 に違反 して い る。

キーワ ード　長良川河口 堰、費用便益分析、浚渫 ・堰一体論、分離費用身替 わり妥当支出法

1．は じめに

　河口堰 に み られ る よ うに河川 開発事業 は、利益だ けで な く種 々 の損失を生 じ、また、事業の

実施や それ に よる損失 の 回復等に 費用を要す る 。 した が っ て 、河 川開発事業の 合理性 は
、

こ れ

らを総合的に評価 し て 、すなわ ち、費用便益分析な どの 事業評価が きちん として 初め て得 られ

る こ と で あ る
。

　長良川河口堰は水資源開発公団法 （以下 、 公 団法）に基 づ く水資源開発特定施設で ある が、

そ の 共 同事業費割 り振 り （コ ス トア ロ ケ
ー

シ ョ ン）に用 い られ て い る 「分離費用 身替わ り妥当

支出法」は費用便益分析 の
一種である 。

一
部で あ れ費用便益分析が使われ て い る こ と は、開発

事業に事業評価制度 の な い ロ本の 法制 と して は珍 しい こ とで ある。

　長良川河冂堰反対運動 と建設差 し止め裁判は25年を経過 したが、その 中で
一

貫 して 問題に して
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い る の は、長良川河口堰の 事業評価 で あ る。

　長良川河口堰 の 事業評価 の 実態を検討 し、日本で の 河 川開発事業 に お け る事業評価 の 問題 点

を述べ た い
。

2．事業評価の 考 え方

　 「1．は じめ に」で も述 べ た ように河川開発事業 の 合理性は事業評価が きちん とな され て い て

得られ る 。

　それ で は 、 利益 、 損失 、 費用は事業評価 にお い て どの よ うな関係 になる の で あろ うか 。 最近

提案されて い る リス ク論 を参考に して 考えて み た い
。

　環境政策の 基本に リス ク論を使 うこ とが提案され て い る 仲 西， 1995） 。 それ は、損失をリ

ス クで考え、リス ク の 内容と して 、人の健康 リス ク だけで な く、生態 リ ス ク も対象 とす る 。
こ

れに よ っ て、化学物質に よる生 化学的な生物 へ の 影響だ けでな く、開発行為に よ る森林伐採、

海浜消滅、河 川変容等 の 環境 の 物理的な改変 に起因する生物 へ の 影響 も、同 じ原理 で評価す

る 。 そ し て 、リ ス ク管理 の原則 と して 、リス ク をベ ネフ ィ ッ ト （便益、利益） との 関係で 考

え、リ ス ク ／ ベ ネフ ィ ッ トの 一一定の 原則 （リ ス ク／ ベ ネ フ ィ ッ ト原則）を提案する 。

　 リ ス ク／ベ ネ フ ィ ッ ト原則で は ベ ネ フ ィ ッ ト∠ B をリス ク ．」R で 割 っ た 値が 基準 に な り、次

式で表される 。

∠ B／∠ R ＝見返 りと して もた ら される ベ ネ フ ィ ッ ト／受忍する リス クの 大 きさ一一一一一一一p

　　　　＝リ ス ク削減の ため に失われ る ベ ネ フ ィ ッ ト／削減され た リス ク の 大 きさ一一一q

　 リ ス ク削減に よっ て 失われ たす べ て の ベ ネ フ ィ ッ トを、リ ス ク削減の た め の 費用 に置 き換え

る こ とがで きれば、q 式は r 式に なる 。

∠ B ／∠ R ＝ リ ス ク削減の ため の 費用／削減 された リス クの 大 きさ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…−r

　p 式は ベ ネ フ ィ ッ トか らみ た式で あり （リ ス ク を受忍 し た場合を想定）、q 式 、　r 式は リ ス ク

か らみ た式 （リス ク を削減 した場合 を想定）な の で あ る 。

　r 式の 「削減 され た リス ク の大 きさ」 を 「リ ス ク削 減 に よ っ て得 られ るベ ネ フ ィ ッ ト」に置

き換 え て 、 こ れ と 、 リ ス ク削減の ため の 費用 と比 較す る と （r・式）、そ れ は コ ス トベ ネフ ィ ッ

ト分析 （費用便益分析〉に な る 。

　 リス ク削減に よ っ て得 られ る ベ ネ フ ィ ッ ト／ リ ス ク削減の た め の 費用一一一一一一一一一一一一…一一一re

こ の 費用便益分析は何に つ い て の もの か とい えば、r
・ 式か ら明 らか な よう に、リス ク削減対 策

につ い て の もの で ある 。 したが っ て 、この 式か らは開発行為につ い て の 評価は得られない の で

あ る 。

　
一

方、p式に 注 目 し て み よ う。 「受忍す る リ ス ク の 大 きさ」 を 「開発行為 の ため の 費用」 に

置 き換 え て 、こ れ と、リ ス ク受忍 の 見返 り （開発行為）に よ っ て得 られ るベ ネ フ ィ ッ トと比較

する と　（p
・式）、開発行為 の 費用便益分析 に な る

。

　 開発行為 に よ っ て得 られ るベ ネフ ィ ッ ト／開発行為の ため の 費用一一一一一 一 一一一一一一一一一…−p
・

　開発行為に よ る物理的な環境破壊の 場合 、 リス ク削減対 策、つ まり、損失削減対策の評価 の
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前 に、開発行為自体の 評価が 必要 で ある 。 r式群の 検討 の 外に 、そ の 前に 、
　 p式群 の 検討が必要な

の で あ る
。 開発行為 の 合理性は まず 、 p式群 の 検討を して 得 られ る の で ある 。

　理念的に は以上 の 通 りであ っ て も、実際 に開発行為の 事業評価 は可 能なの で あ ろ うか 。

　損失の なか に は貨幣的評価や数値的評価の 不可能、困難なもの が あるの で 、便益／損失の 評

価 に は 困難が ある 。 環境リ ス ク論はそ の ため の 手法 を開発 しようとする もの で あろ う。

　しか し、数値的な評価が で きる か とい う点か らは 、少な くともp
・式 は貨幣的な評価が可能で

あ り、開発行為の 費用便益分析は可 能で あ る v 何 よ りも費用便益分析は、主に 、水資源開発投

資を評価する方法 として発展 して きた手法で ある 。 また、貨幣的評価が可能な こ とか ら、あ る

目的 （例えば、長良川河 口堰 の 場合は塩害防 止）達成 の ため の 幾つ か の 案に つ い て 、費用 便益

分析値を比 較 し て最適案を選ぶ こ ともで きよ う。

3．現 行河 川開発 法制に お ける事業評価 （費用便益 分析）

　多目的ダ ム にみ られ る ように、河 川開発事業は多 くの 目的用途の 共同事業 として 行われ る 。

そ の ため 、事業費の 各目的用途毎の 負担額 （率）を算出するた め に、各H 的用 途へ の 共 同事業

費用 割 り振 り （コ ス トア ロ ケ
ー

シ ョ ン 、以下 ア ロ ケ）が必 要 となる 。

　現行法で は ア ロ ケ は分離費用 身替わ り妥当攴出法 とい う方法に よ っ て い る （公 団法26条2項、

同法施行令 15条、特定多目的 ダム 法
一

以 F、特 ダム 法一7条、同法施行令1条の 2〜6条） n

　分 離費用 身替わ り妥当支出法 は特 ダ ム 法施行令2 条に定め られ て い る，， そ の 基本的な考 え方

は 、身替わ り建設費 と妥当投資額を比 較 して 少ない 方 を用い る とい う考え で あ り、こ れは費用

便益 分析の
一

種で ある 。

　特 ダ ム法施行令2条によれ ば、分離費用身替わ り妥当支出法は次式で 示す通 りで あ る 。

各目的用途 の 負担額＝分離費用＋ （共同施設費
一

分離費用合計） × 残余便益率

残余便益率

　　身替わ り建 設費 ・妥当投資額 い ずれ か少
一

（専用施設費 ＋分離費用）

1身替わ り建設費 ・妥当投資額 い ずれ か少 一 （専用 施設費 ＋ 分離費用）1 の 合計

注　分離費用

身替わ り建設費

妥当投資額

当該施設 の 建 設費か ら、当該用 途以外の 用途 に つ い て の 、当該施設 と同等 の 効用を

有す る施設 の 推定建 設費合計 を控除 した 額 〔特 ダ ム 法施行令4条）

当該施設 に 替 え て 、当該用途 に つ い て 、それ と同等の 効用を有す る施設 の 推定建 設

費 （特 ダム 法施行令5条）

当該施設が有する効用を金銭 に 見積もっ た額 か ら、当該 施設 の 運 転管理 費用 の 推定

額 を減 じた 額を、利了率等を勘案した投資利回り率 （資本還元率） で 除した額 （特ダ

ム 法施行令6条）

こ の 分離費用 身替 わ り建設費妥当支出法に よ る 各目的用途へ の 費用割 り振 り例 を、
一

般文献
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表 1A 多目的 ダム

金 額 ；億 円

治水 上 水 工 水 特定 かん が い 発電 計

a 身替わ り建設 費 348．DO 132．OD 93．00

b　妥 当投資額 470．00 75．00 57、00 28．00 22，00

ca ，b い ずれ か 小 348．00 75．00 57．00 28．00 22．00

d　専用施設費
一 一 　 、6．〔｝0 9．00

e 分離費 用 197．00 8．OD 6．00 7．00 1．00 219．00
f 残余便益 c −d−e 151．00 67．OD 51．00 15，00 12、00 296、00

8 残 余便益 率 ％ 51 ．00 23 ．00 17．00 5．00 4．00 100．00
h　残余共同費配分 70．89 31．97 23．63 6．95 5．56 139．00

i 建設 費負 担 額 e ＋h 267．89 39．07 29．63 13，95 6．56 358．00

建設費負担率 ％ 74．80 11、20 8．30 3．9D 1．80 100．00

堀 和 夫 「水 資源の 開発 」　 『土木一［学 体 系24　 ケース ス タ デ ィ水 資源 』 1978

表 2 長良川河 口 堰 （1965年）

金額
’
億円

治水 上 水工 水 計

a 身替 わ り建設費 123．00 123 ．00
b　妥当投資額 24．55 197．75
ca ．bい ず れ か 小 24．55 123．00 147．55
d　 専 用 施 設 費 一 一

e 分離費用

f 残余便益 c
−d−e

g　残余便益率 ％

h　残余共 同 費配 分

1 建設費負担額e＋h 20、42 102．58 123、00

j 建設 費負担 率 ％ 16、60 83．40 100、OO

　　　　　　　　 建 設省 中部 地方建 設 局 『長 良川 河 ［ 堰調 査 中間報告 （そ の 2 ）』 1965

に よ る解説 （表 1） と、長良川河口堰の 実例 〔表2）で示す 。

4．水資源開発施設の治水用 途 ≡ 治水 目的

　水資源開発基本計画に基づ く河 口堰、ダ ム 等の 水資源開発施設の うち、洪水 （高潮 を含む）

防禦 、または流水の 正常 な機能の維持 と増進とい う治水用途 をそ の 設置 目的 に含む もの は水資

源開発特定施設 とされ る （公団法2  条4項、55条2号）。こ の治水用途に つ い て は、それが施設の

設置目的 とされ て い る の で 当然の こ となが ら、施設 に つ い て の 費用 負担がある。水資源開発特

定施設 で 施設 の 費用負担 をしなけれ ばならな い 具体的な治水用途 ＝ 目的は、公 団法26条 1項、

公団法施行令13条で 下 記の用途 と規定され て お り、また、それ は公団法施行令 15条で も確認列

挙 され て い る 。

（D 洪水調節

（2）高潮防禦

（3）かんが い その他流水の 正常 な機能の維持 と増進

　上記の 治水用途、特 に、河川に関係す る　（1）と　（3）に つ い て少 し検討 を加 える 。

　第
一

に 、注 意を要 する の は、洪水防禦 と洪水調節 の 違 い で ある 。 洪水対策で ある洪水防禦に
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は、河道 の 流 過能力 の 増大に よる方法と洪水調節に よる方法の 二 つ の 方法があ る 。 河道の 流過

能力の 増大は 、河道が洪水時に 流過 さ せ 得る流量を増大する こ とで あ り、そ れ は 、河道容積 を

増大 した り河道の流れやす さを促進 した りして 得られ る 。
こ れ に 対 し、洪水調節は洪水時に 河

道を流 れ る流量 を減少させ て調 節する こ とで あ り、それ は洪水 を貯留 した り拡散した りして得

られる 。 建設 省 ・河川砂防技術基準 （案）で は 、 洪水防御計画は 、 河道計画 、 遊水池計 画 、 貯

水池計画か ら成 っ て お り、河道計画の 目的は河道の 流過能力の 増大 （流過流量の 増大）で あ

り、遊水池計画 と貯水池計画 の 目的 は洪 水調節 （流量調節）で あ る 。 洪水調節は 、洪水防禦の

一
方法で あ るが、河道の 流過能力増大 とは区別 され て い る の で ある 。

　河 口堰、ダ ム は洪水防禦の 機能と しては、河道容積を増大 した り流れや す さを促進 した りは

しな い
。 む しろ 、河道横断施設で あ っ て 河道の 水 の 流れ を阻害する もの で ある 。 河 凵堰、ダ ム

に は流過 流量増 大の 機能は ない
。 河口堰、ダ ム は洪水防禦と して は、洪水を貯め て 、河道 を流

れ る洪水の 流量 を調節す る機能が ある 。 た だ し、ダ ム と は 違い 、各個別 の 河 口堰に流量調節 の

機能＝目的が あ るか は 、 当該施設 の 内容 、 操作方法に よ っ て異な り
一・

概 に はい えな い
。

　 こ の ような河 口堰や ダム の 機能から、公団法令は水資源開発特定施設 （河 冂堰、ダ ム ）の 治

水用途＝目的 を洪水調節 と規定 して お り、水資源開発特定施設に は河道の 流過能力増大の 用途

＝目的は ない の で ある 。

　第二 に、 「かんが い そ の 他流水の 正常な機能の維持 と増進」 に お ける 「流水の 正 常な機能の

維持」 とは、 「河川 の 流水が 本来有する機能が維持 され る こ と 亅とされる。そ の 内容は、舟

運、河 川保護施設 の 保護、河 口 の 閉塞の 防止、塩害の 防止な どと説明され て い る が、水資源開

発特定施設 の 治水用途 と し て は 、塩害の 防止が 中心で ある 。 こ こ で い う 「か ん が い 」と は 塩 害

防止 の ため の か んが い で あ り、　「不特定か んが い 」 とい われ る もの で ある

　第三 に、河口堰や ダム の 治水用途が何で あるかは 、ア ロ ケ算定で の分離費用 身替わ り妥当支

出法にお ける妥当投資額に影響する 。 治水用途 に 応 じて 、 効用 （被害軽減の 年便益）の 対象と

資本還元率が 決 ま り、その 結果、妥当投資額に違 い が 生 じ る か ら で ある 。 効用に つ い て い え

ば、　 （1）洪水調節の 場合は洪水被害軽減額、　 （3）流水の 正常な機能の 維持 ・増進の 場合 は塩

害被害軽減額 （い ずれ も年当た り）で ある 。 また、資本還元率は表3の 通 りで ある 。

5．長良川河 ロ 堰の 治水用途は何 か

5．1．長良川河 ロ堰の 概要

　長良川河 口堰 は 、木曽、長 良、揖斐 の 木 曽； 川 の
一

つ で あ る長良川の 河凵 か ら5．4km 地点に

建設され る可動堰で ある 。 長良川河口堰は 1968年に 閣議決定 された木曽川水系水資源開発基本

計画で の水資源開発施設 の 一つ で あ り、毎秒22．5m3 の取水 を して 、 愛知県 ・名古屋市 と三重県

に工業用水と水道用水を供給する 。

　こ の利水 目的とともに、長 良川 河口堰は治水 目的をもつ とされ て い る 。 それは次 の 論理 に よ

る 。 長良川 の 下流部 は、洪水 防禦対策 と して 定め ら れ た 計 画高水流量 （河道流 量〉の 毎秒
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，ゆ・／，tとつ

7，500m コ を流過 させ得 る河道容量が な く、そ の 河道 容量拡大の 方法 と し て は 河道浚渫が 最適 で
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ある 。 しか し、河道浚渫 をす る と、河 口 か ら15km 付近 に ある 河床突起部 （マ ウ ン ド部）をな

くして し まうの で 、今 まで そ こ で 止 め ら れ て い た塩水が 、よ り上 流 へ 遡 上す る ように なる。そ

の 結果 、 塩害が発生す る よ うになる。そ の 対策と して 、河 ［堰 を建設 して 塩水の 遡 h を止め る

よ つ に 了 る 。

　建設省は、河 口堰の 建設 によ っ て塩水 の 遡 上 を止め る こ とが 河道浚渫を可能 にする とい う浚

渫 ・堰
一

体論 を展開 して い る 。

52 ．長良川河口堰の 治水用途 は何か

　上記 3で 述 べ た ように、水資源開発特定施設 の 洪水防禦 の 用途は 洪水調節だ けで あ っ て 、河

道の 流過能力増大の 用途はな い
。 こ れ は 、 ダ ム や河口堰 に は河道流過能力を増大す る機能はな

い か ら当然の こ とで はある 。 したが っ て 、長良川河 口堰 に は河道の 流過能力増大の 用途＝目的

は ない 。 さ らに 、長良川河凵 堰は洪水時に は堰 ゲ
ー

トを開放す る 。 したが っ て、洪水調節機能

も高潮防禦機能 もない の で 、こ れ らの 用途＝［］的 もない ．

　以上 の よ うに、長良川河口 堰に は洪水防禦の 用途 ＝ 目的 は全 くない の であ る。

　長 良川河 口堰 に は潮 ［ヒめ をして 、塩水が遡 上 する の を防 ぐ機能が ある c，こ れ に よ っ て 、堰の

上流が 淡水 に な り、塩 害 を防止 す る こ とが で きる、，こ れ は 、 「河 川 の 流水が本来有する 機

能」、す な わ ち 「流水 の 正常な機能」が 維持 ・増進 され て い る状態で ある と、河川工 学関係で

は説明 され て い る 。

　結局 、長良川河 口堰 の 治水用途＝日的は 、流水 の 正常 な機能の 維持 と増進で ある 。

　長良川河口堰の 治水用途が何で あるか に よ っ て 、 ア ロ ケ算定 に おけ る治水用途の 妥当投資額

に違 い がある 。 治水用 途に よっ て、妥当投資額算定にお い て 用い る効用 （被害軽減の 年便益）

の 対象 と資本還元率が 決定 されるか らで ある 。 効用は、洪水被害軽減の 便益 （洪水調節、流過

能力増 大の 場合）なの か、塩害被害軽減 の 便益 （流水 の 正常な機能 の 維持 ・増進の 場合）なの

か で 金額に大 きな違い があ る 。

一
般的 に は、洪水被害軽減 の 便益 の 方が塩害被害軽減の 便益よ

りも随 分大 きい 。また 、資本還 元率は 治水用 途に よ っ て 、表3の よ うに違 い がある 。

　長良川河口堰の 治水用途は塩害の 防止 、
つ まり流水 の 正常な機能 の 維持 ・増進 で あ る か ら、

治水用 途の 妥当投資額 の 算定にお い て 用 い る べ きなの は 、効用 に つ い て は塩害被害軽減 の 便益

で あ り、資本還元率に つ い て はかんが い （塩害防 IEの ため の 不特定か んが い 〉の O．0604で ある 。

　建設 省は、最近 、長良川河 口堰の 治水用途の妥当投資額に つ い て 、 効用 と して 洪水被害軽減

の 便益 を与え、それ を年 1，800億円と し、流 過能力の 増大 （堤防方式） の 資本還元率O．0506 を用 い

て、妥当投資額は約 3兆円と説明 して い る （1994年 11月 1日建設省回答 。 ただ し、後記 5の よ

うに 、長良川河口堰の 実際の 治水負担額 （割合）が こ の ような方法 に よ っ て 算定 された の で は

な い ）。

　 しか し、長良川河 凵堰に は河道の 流過能力増大の 機能 ・用途は もちろん、洪水調節機能 ・用

途 もな い
。 したが っ て

、 効用 と して 洪水被害軽 減の 便益 を与え る こ と は で きな い 。また、資本

還元率 として 、流過能力増大 の O．0506 を用 い る こ と は で きな い 。 建設 省の こ の 説明は 、公 団法

令に違反 して い る 。 建 設省は、公団法令に違反 した 説明を して 、長良川河口堰 の 治水用 途 の 妥
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表 3　治水用途 と資本還 元 率

治水用 途 資本還 元率

洪水調節　　　　0．0464

か ん が い 　 　 　 　 O．0604

流過能力増大　　0．e506

表 4 　河口 堰 に お け る 治水用途 の 費用負担額算定の 実例 （億 円 〉

河 口堰名 年 便 益 額 　　妥 当 投 資額　　負担 額 事業費

利6艮川　　〔1966）

長良川 q965冫

芦日」Jll　（1974）

長良川 〔宮野）

1．725L9200

，0860

，070

22．0624

．55L431

．16

18．8520

．42i2

．88Loo

130123561500

（出典）宮野 ．1995a．　b

当投資額 を大 きく見せ かけ ようとして い る と評価 し得 よう。

　建設省 の こ の 説明は
、 浚渫 ・堰

一
体論 （河道 の 流過能力増 大の た め 浚渫 を行う

．
→ 塩水遡 上 が

上流に及ぶ の で 、塩害が 拡大する 一 その 対策 と して 、潮止め の ため に 、河口 堰 を設i する ）、

すなわ ち、長良川河口 堰の 建設に よ り塩 害を防止 して 、 浚渫が可 能にな るとい う論理 に よる も

の で ある 。

　 しか し、浚渫 ・堰一体論 を前提に して も、長良川河 凵堰に よ っ て 防 ［Eしよ うとして い る の は

塩 害で あ り、結局の とこ ろ 、長良川河 口堰の機能＝用途 ・目的は塩害防止 、潮止 め で あ る 。 河

道流過能力増大は 、水資源開発特定施設 （河口堰）に はその よ うな機能が ない ため、公団法令

で は水資源開発特定施設の用途 とされ て い な い
。 実際、長良川 の 河道流 過能力 を増大 させ るた

め の 浚渫は 、水資源公団が長良川河 口堰建設事業 と して 行うの で は な く、それ とは別の 治水事

業 と し て 、建設省が行 うの で ある 。
い ずれ に して も建設省の 説明は成 り立 たな い の で あ る 。

6．長 良川河 口堰 にお ける治水用途に関 す る費用 負担 算定の実際

6A．法令に基づ い た治水用途 に つ い ての 費用負担の 算定例

　上記2で述 べ た よ うに、公団法令で は分離費用身替わ り妥当支出法に 基づ い て 費用負担 を算

定する よ うに定め て い る。そ の 基本は 、効用 の 算定 （河 口 堰 の 場合は 、治水用途は 流水 の 止

常な機能の維持 ・増大で あ り、年 当た り塩 害被害軽減額が 算定 さ れ る ） → 妥当投資額の 算定

→ 身替わ り建 設費 と の 比較→少 の 方 を採用 、と い う方法で あ る
。 表4 に 幾つ か の 河 口 堰で の 実

例 （効用 と して流水 の 正常 な機能の 維持 ・増進が与え られ、資本還元率はか ん が い の 数値が

用 い られて い る）を示 す 。
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6．2．長良川河 口 堰で 実際に 行わ れ た治水用途の 費用負担の 算定

　現在の 長良川河口堰 の 事業 を定め た事業実施計画 （1973 ）で は 、効用 で あ る塩害被害軽減額

の算定はな されず、したが っ て 妥当投資額は算定されず、専 ら、身替わ り建設費 （176 億円〉の

み によ っ て、治水の 負担額 （87．99億 円）、負担割合 〔37．4％）が算定 され て い る （事業費235

億円） 。 本体着⊥ 直前の 1985年に は 、 負担割合をその ま まに して 事業費が 1500億円 、 治水負担

額が561億円 （37．4％）にな っ た。そ の 後 さらに、事業費は、1993年には340億円増加 し、1840

億円に な っ て い る 。

　こ の よ うな事業実施計画 で の 治水用途 の 費用負担 の 算定は、上記 2で述 べ た公 団法令が 定め

る分離費用身替わ り妥当支出法 に違反 して い る 。 それ は、河口堰の 治水用途は流水の 正常な機

能 の 維持 ・増 進で あ るの に 、効用 として 、塩害被害軽減額の 算定が なされ て い な い どこ ろ か、

効用の 算定 もなされ て お らず、妥当投資額 も算定 さ れ て い ない か ら で ある 。 そ の た め 、妥当投

資額 と身替わ り建設費 とを比較 して 、
い ずれ か少 の 方を採用する こ とが な されて い な い

。 上記

の よ うに法令 に基づ い た河 冂堰の 費用 算定の 実例が ある に もか かわ らず、事業実施計画で は 法

令が無視 され て い る 。

　建設省の 説明 で は 、長 良川河 口堰の こ の よ うな費用負担 は、事業実施方針 を定め る に当た っ

て の 関係行政機関 の 長 との 協議お よ び 関係県知事の 意見聴取 （公団法 19条2 項）や 、事業実施

計画を定め る に 当た っ て の 関係県知事 との 協議 （公団法20 条1項）に よ り調整を行 っ て い ると

の 説 明が なされ て い る （1994年 11月 1日建設省回答） 。

　しか し、こ れ らの 規定は関係行政 、地 方自治機関 との 同意調整 に関す る 手続規定で あ り、費

用負担 の 算定方法に つ い て の 規定で は な い
。 公 団法は 、分離費用 身替わ り妥当支 出法に よ っ て

各用途の 費用負担 を算定 し 〔事業評価）、その結果得 られ た費用負担額 （率）を含めた諸問題

に つ い て 関係 の 行政機関や県 と同意調 整する手続 を定めて い る の である 。 公団法令 の 規定に違

反する こ とを行 うこ とは 、 こ の 同意調整手続規定で はで きない
。 も し、 建設省の 説明の 通 りで

ある とする と、建設 省は 公団法上 、こ の 同意調整手続規定で は で きない こ とを して い る の で あ

る 。 法律が義務づ けて い る事業評価が 、実際 の 運 用 にお い て実行 され ない 違法な行政 実態をこ

こ に 見る こ とが で きる 。

　また 、治水用途の 負担が 、妥当投資額を算定 して 、
こ れ と身替わ り建設費と比較する こ とを

せ ずに、身替わ り建設費だけで 算定 され て い る 。 こ れ は、建設費が 多 くな っ て 妥当投資額を大

幅に 超える こ とが あ っ て も、投資、つ まり費用負担 を し続けなければ ならない とい うこ とで あ

る 。 身替わ り建設費は 、塩害被害軽減の 妥当投資額に 比べ て 著 しく大 きい の で （例え ば、表4

の宮野 の 試算や表 2で の 身替わ り建設費 と妥当投資額の 比較）、治水用途 の 費用 負担額 は 妥当

投資額に比べ て 過大 となっ て い る 。 事業実施計画の 事業費で は、治水用途は塩害被害軽減の 妥

当投資額 を超えた費用負担 を して い る こ とになる 。 長 良川河 口堰建設 は、塩害防⊥ヒの た め の事

業 と して 、費用便益的に 不 合理 な事業で ある 。 こ の ような不合理 な こ とが な され た原因は、事

業実施計画に お い て 、公 団法令で定め られた妥当投資額 と身替わ り建設費 を比較 して 少の 方 を

採用する とい うこ とが な され て い な い ため で ある 。 不合理 な費用負担 の 決 定は違法の 結果 なの

で あ る 。
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7，ま とめ

　以上 に お い て 、 長良川河ロ 堰の 費用負担の 算定 と決定の 実態の 検討を通 じて、日本 にお け る

数少ない 開発行為にお ける費用便益分析制度 （特ダム 法によ る分離費用身替 わ り建設費妥当支

出法）の運用実態 を眺め て み た 。 その結果は、以下の ように ま とめ られ よう，

　公 団法に基づ く水資源開発特定施設 （ダ ム 、河口堰） の 治水用途は、　 （1）洪水調節、　 （2）高

潮防禦、　 （3）流水の 正常な機能の 維持 と増進で ある 。 水資源開発特定施設 は、洪水防禦 に つ

い て は、河 道流過 能力増大 の 目的 は な く、洪水調節の 目的が ある だ けで ある 。

　長良川河 口堰は潮止め を して 塩水の 遡上 を止 め る機能が ある の で 、 そ の 治水用途 ＝目的は流

水の 正常な機能の 維持 ・増進であ る 。 長良川河 口堰には河道流過 能力増大の 機能や用途は ない

し、また、洪水時 に は堰ゲー トを開放する の で洪水調節の 目的 もな い
。

　こ の 治水用途は何か に よ っ て、妥当投資額算定にお い て用 い る べ き効用 （被害軽減の 便益）

の 内容 と資本還元率が決定 され る 。 長良川河口 堰に お い て 用 い る べ きは塩害被害軽減の 便益 で

あ り資本還 元率である。建設省は、浚諜 ・堰
一
体論に よ っ て 、浚渫に よ る洪水被害軽減の 便益

も河口堰の 便益に して 、過大な長良川河口堰の 便益 を説明 して い る 。 しか し、
こ れ は 、 公 団法

令 に違反 して お り、また、浚渫 ・堰 一体論 で も長良川河口 堰 の 機能＝目的は潮止め、塩害 の 防

止で ある 。 建設省の 説明は、法令に 違反 して い る うえ、他 の 目的の もの を も取 り込ん だ過大 な

長良川河口 堰の 便益 の 説明で ある 。

　長良川河口堰の事業実施計画 （1973 ）で は 、 塩害被害軽減額 、 妥当投資額の 算定が なされず 、

専 ら、身替 わり建設費の み によ っ て治水用途の 負担が算定 され て い る 。
こ れ は、分離費用身替

わ り妥当支出法に よ っ て お らず 、 公 団法令に違反 して い る。 また、治水用途 の 塩害防止 と し

て 、妥当投資額 に比較 して 、費用負担額 （87．89億円）は過大で ある 。 長良川河口堰 は費用便

益的に 不合理 な事業で ある 。
こ の ように な っ た の は、公 団法令に違反 して各用途 の 費用 負担

額 を算定 し、決定 した こ と に ある 。
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           A  BUSINESS  EVALUATION

   OF  THE  NAGARA  RIVER  MOUTH  WEIR:

EXAMINING  A  RIVER  DEVELOPMENT  PROJECT

ZAIMA  Masasi

        ZAIMA  LAWYER  OFFICE

3-7-17 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya,  460, JAPAN

     A  development project may  not  be financially reasonable  until  the benefit from

it exceeds  the actual  cost  and  its accompanying  loss, Assessing this requires  a business

eyaluation,  including a Cost-Benefit Analysis. For assessing  the  cost  of  a  multiple-

purpose river  development project, I apply  the  method  of  the  dummy,  appropriate

disbursement for a  separate  cost.  This method  is a kind of  Cost-Benefit Analysis,

     The Nagara  River Mouth  Weir  is one  of  the designated facilities for water

resources  development, The  flood control  services  in the facility include 1) flood

discharge control, 2) protection from storm  surge, and  3) maintenance  and  improvement

of  the normal  function of  the stream.  Neither the function nor  the purpose of  an  increase

in river  channel  capacity  to absorb  flood water  is inc]uded in the t'acillty. This weir

opens  its gate when  a  flood rises so  that it has no  function for flood discharge centrol,

only  one  to prevent salt water  intrusion, Given this, its flood control  serviceslpurposes

are  limited to the maintenance  and  improvement  of  the normal  function of  the stream,

The flood control  services  determine the benefit from damage  reduction  as  well  as  the

capitalization  rate.  Both  of  these should  be used  to calculate  the appropriate  investment

amount  following the method  of  the dummy,  appropriate  disbursement for a separate

cost. In the  case  of  the Nagara River Mouth  Weir, the benefit frem the salt damage

reduction  and  the capitalization  rate should  be used.

     The  Ministry of  Construction explains  that the benefit from the flood damage

reduction  by the dredge is part of  the benefit from the river  mouth  weir,  insisting on

the unification  theory of  the dredge and  the weir.  However,  this idea violates  the law

and  the cabinet  order  of  the Water  Resource Development  Public Corporation. If the

unification  theory of  the dredge and  the weir  is applied,  the functions /purposes of  the

Nagara River Mouth  Weir are  still limited to  the  prevention of  the  salt  water  intrusion

and  that  of  the  salt  damage.
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     In the business operation  plan of  the  Nagara  River Mouth  Weir, the  Public

Corporation has calculated  the defrayal amount  for the flood control  services  only

with  the dummy  construction  cost,  without  any  calculation  oft  he appropriate  investment

amount,  Therefore, the defrayal amount  for the flood control  services  (8,789 billion

yen) is excessive,  compared  with  the  appropriate  investment amount  fbr the prevention

of  the salt water  intrusion, and  it is also  unreasonable  in terms of  the cost  benefit. This

plan is not  based on  the method  of  the  dummy,  appropriate  disbursement for a separate

cQst, and  violates  the law and  cabinet  order  of  the Public Corporation. As  mentioned

above  in examining  the  actuality  of  the  defrayal decision, the facts of  the Japanese

administration  come  to light, in which  the regulations  of  the law and  cabinet  ordeT  are

not  observed.  and  thus the business evaluation  is stu]tified.

Ke}i words  andphrases:  business evatuation,  the river  developmentproject,

     Ndgara  River Mouth  Wkeir
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